
生駒市条例第２号 

 生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部を

改正する条例をここに公布する。 

  令和４年３月１５日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一

部を改正する条例 

 次に掲げる条例の規定中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２０」

に、「１００分の１６７．５」を「１００分の１６２．５」に改める。 

 (1) 生駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（平

成２０年９月生駒市条例第２８号）第５条第２項ただし書 

 (2) 生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例（昭和３１年１１

月生駒市条例第１１号）第５条ただし書 

 (3) 生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に

専念する義務の特例に関する条例（昭和３５年９月生駒市条例第１７号）第

２条第５項ただし書 

 (4) 生駒市水道事業の管理者の給与に関する条例（平成２４年３月生駒市条

例第１６号）第６条ただし書 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （令和４年６月に支給する期末手当に関する特例措置） 

２ 令和４年６月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の生

駒市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第５条第２



項、改正後の生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第５条、改

正後の生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び職務に

専念する義務の特例に関する条例第２条第５項及び改正後の生駒市水道事業の

管理者の給与に関する条例第６条の規定にかかわらず、これらの規定により算

定される期末手当の額から、令和３年１２月に支給された期末手当の額に１６

７．５分の１０を乗じて得た額を減じた額とする。 

 （委任） 

３ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定め

る。 


